
家
を
長
く
使
い
続
け
る
た
め
に

　

空
き
家
に
な
り
管
理
を
し
な
く
な

る
と
、
家
の
傷
み
が
早
く
な
り
ま
す
。

窓
を
開
け
て
換
気
を
し
な
か
っ
た
り
、

庭
に
草
が
生
い
茂
る
と
、
風
通
し
が

悪
く
な
り
、
床
下
に
湿
気
が
溜
ま
り

ま
す
。
他
に
も
、
水
を
流
さ
な
い
た

め
、
排
水
管
内
の
水
が
蒸
発
し
て
、

虫
の
侵
入
や
匂
い
が
逆
流
す
る
原
因

に
な
り
ま
す
。

　

空
き
家
に
な
っ
た
場
合
は
、
費
用

や
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
定
期
的

に
清
掃
や
点
検
を
す
る
な
ど
、
適
切

に
管
理
す
る
こ
と
が
家
を
長
く
使
い

続
け
る
た
め
に
と
て
も
重
要
で
す
。

空
き
家
に
な
る
前
に

　

当
協
議
会
で
は
、
空
き
家
バ
ン
ク

空き家のことで困っ
た時は専門家へ相談
　持ち続けるのも手放す
のも所有者の意向です。
１人で考えるのではなく、
専門家に相談することも
大切です。
　平戸市では、ワンストッ
プで空き家などの管理・
活用に取り組む法人を、
空家等管理活用支援法人
に指定し、空き家に関す
る幅広い相談を受付でき
る体制を整えていきます。

○支援法人の業務例
▶空き家所有者や空き家
　活用希望者への利活用
　・解体の支援　　
▶空き家などの状態の確
　認、改修や管理

支援法人の指定
　令和７年１月から支援
法人の申請に関する相談
を開始し、審査を行いま
す。
　指定後に、平戸市ホー
ムページなどで公表しま
す。

支援法人の指
定はこちら▶

の
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。
空
き
家

バ
ン
ク
で
家
を
売
却
し
た
い
が
、
家

が
先
代
名
義
で
売
却
の
前
に
相
続
の

手
続
き
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

相
続
の
話
が
う
ま
く
ま
と
ま
ら
ず
、

手
続
き
が
進
ま
な
い
こ
と
も
よ
く
あ

り
ま
す
。
昨
年
４
月
か
ら
、
相
続
登

記
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
住
ま
い

の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
活
用
し
、

住
ん
で
い
る
家
を
将
来
ど
う
す
る
か
、

若
い
世
代
と
親
世
代
、
家
族
み
ん
な

で
話
し
共
有
し
ま
し
ょ
う
。

家
族
や
地
域
で
考
え
ま
し
ょ
う

　

新
た
な
空
き
家
の
発
生
を
未
然
に

防
ぐ
取
り
組
み
と
し
て
、
住
教
育
セ

ミ
ナ
ー
や
空
き
家
に
関
す
る
生
涯
学

習
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
自
治
会
や
サ
ー
ク
ル
な

ど
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
住
ま
い
の
未

来
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

知る・話し合う（住まいのエンディングノート）
　住まいのエンディングノートは自身のことや、もしもの時の連絡先、家系図、所有している不動産、住宅ローンな
どの借入金、貴重な家財など住まいについてのさまざまな事を記入できます。住まいのエンディングノートを活用し、

　将来の我が家の「活かし方」「仕舞い方」を考えたり、家財を整理したり、財産や自身の将来を
家族や大切な人に伝えたりするなど、先延ばしにせずあらかじめ行動しておくことが大切です。

適切に管理しましょう（空き家管理チェックリスト）

住まいのエン
ディングノート
はこちら▼

出典：国土交通省・日本司法書士会連合会・全国空き家対策推進協議会

空 き 家 管 理
チェックリスト
はこちら▼

（
一
社
）全
国
空
き
家
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
協
議
会
　
長
崎
県
平
戸

支
部
事
務
局
長

福
田
　
敏
幸 

さ
ん

ふ
く
だ
　
　
　
と
し
ゆ
き

Interview

出典：（一社）全国空き家アドバイザー協議会じゃぱとら令和５年10月号

空き家（実家など）を所有してからの主な流れ

活用する

〇自分で活用する（住む、二地
　域居住など）
〇社会公共性高く活用する

〇リノベーションして貸す
〇現状で貸す
〇空き家バンク（不動産業者
　仲介）

貸す

持ち続ける

売る

〇リノベーションして売る
〇現状で売る
〇空き家バンク（不
　動産業者仲介）▶

更地にする

〇老朽危険空き家除
　却事業補助金▶

〇相続土地国庫帰属制度

手放す

空き家
を所有

特集

考
え
よ
う「
住
ま
い
の
未
来
」

問 

都
市
計
画
課
建
築
班
☎
22-

９
１
６
６

庭木の枝
を剪定

傷まないよう
通気や換気を！

出典：国土交通省

屋根、雨どい
の点検

敷地内を清掃
擁壁がある場合は水抜き穴も清掃

窓、壁 の破 損
などを点検
何かあったら補修を

排水設備（流し・トイレ
など）の通水を！

　空き家を所有すると上の図のように選択肢となるのが、「持ち続ける」、「手放す」
の２つです。「持ち続ける」場合は、住まいを適切に管理することが重要です。
　使用せずに空き家にしておくと、不具合が発見されにくく、傷みが早く進行する
傾向がありますので、空き家管理チェックリストを活用して、定期的に点検や清
掃などを行いましょう。

自分自身や相続した家族な
どが空き家の問題で困らな
いよう、元気なうちから将
来の我が家について家族
で話し合いましょう。
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